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 町
田
市
就
労
・
住
宅
相
談
事
業

離
職
し
た
方
の
 

家
賃
を
支
給
し
ま
す

　
主
な
要
件
は
下
表
の
と
お
り
で

す
。
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が

支
給
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

支
給
額
（
上
限
）
単
身
世
帯
は
月

５
万
３
７
０
０
円
、
複
数
世
帯
は

月
６
万
９
８
０
０
円

支
給
期
間
（
限
度
）
６
か
月
間
、

た
だ
し
、
規
定
の
就
職
活
動
を
誠

実
に
継
続
し
、
支
給
要
件
に
該
当

し
て
い
る
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
、
さ
ら
に
３
か
月
を
限
度
に
延

長
で
き
ま
す
。

※
家
賃
の
支
給
を
受
け
る
方
は
、

社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
す
る
、

総
合
支
援
資
金
等
の
貸
付
の
相
談

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
詳
細
は
生
活
援
護
課
就
労
・
住

宅
相
談
担
当
（
辺辺
７
２
９
・
７
６

７
０
）
へ
。

戦
没
者
等
の
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

第
９
回
特
別
弔
慰
金
が
 

支
給
さ
れ
ま
す

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら

１７

平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で
に
、
遺

２１

３１

族
年
金
等
を
受
け
取
る
方
が
亡
く

な
る
な
ど
し
た
場
合
に
限
り
、
額

面
　
万
円
、
６
年
償
還
の
記
名
国

２４
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
す
で
に
第
８
回
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方
、
申

請
手
続
の
時
効
が
成
立
し
た
方

は
、
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
下
さ
い
。

　
対
象
と
な
る
ご
遺
族
は
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一

人
で
す
。

対
象
と
な
る
ご
遺
族

１
．
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
．
戦
没
者
等
の
子

３
．
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
て
、
戦
没
者
等
と
氏
が
同

じ
で
あ
る
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

４
．
３
以
外
の
①
父
母
②
孫
③
祖

父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
．
１
～
４
以
外
の
ご
遺
族
で
、

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
、
引
き

続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
三
親
等
内
の
親
族

※
支
給
対
象
遺
族
は
、
戦
没
者
等

の
死
亡
当
事
に
現
存
し
て
い
た
こ

と
が
要
件
で
す
。

※
対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
、
電
話

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

請
求
期
限
平
成
　
年
４
月
２
日
ま

２４

でお
問
い
合
わ
せ
・
請
求
先
町
田
市

福
祉
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２
５
３

７
、
返
７
２
４
・
１
１
８
７
、
東

京
都
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
計

画
課
恩
給
係
辺辺
　
・
５
３
２
０
・

０３

４
０
７
７
、
返
　
・
５
３
８
８
・

０３

１
４
０
３

２
０
１
０
年
度
第
２
期
介
護
予
防

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

参
加
者
募
集

　
高
齢
者
が
元
気
に
暮
ら
し
続
け

る
た
め
に
、
介
護
予
防
に
必
要
な

知
識
を
学
び
、
地
域
に
広
め
る
活

動
を
し
ま
せ
ん
か
。
高
齢
者
の
元

気
を
応
援
す
る
講
座
で
す
。
内
容

は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

対
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
で
介

護
予
防
に
興
味
が
あ
り
、
講
座
受

講
後
に
介
護
予
防
に
関
す
る
活
動

を
行
っ
て
み
た
い
方
。
全
回
参
加

可
能
な
方
（
こ
れ
ま
で
に
参
加
し

た
こ
と
の
あ
る
方
は
申
込
不
可
）

日
全
３
回
（
下
表
参
照
）

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

３０
申
６
月
　
日
ま
で
に
電
話
で
町
田

１７

市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
辺辺
７
２
４

・
５
６
５
６
）
へ
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
６

学 岳較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較較
町
田
市
民
ホ
ー
ル
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
田
市
民
ホ
ー
ル
辺
７
２
８
・
４
３
０
０

※
電
話
は
お
か
け
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

休

館

日　

第
１
・
３
月
曜
日（
祝
日
の
と
き
は
そ
の
翌
日
）

受
付
時
間　

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

問

※
３
歳
未
満
無
料
。
た
だ
し
、
席

が
必
要
な
場
合
は
有
料
。

申
６
月
　
日
午
前
８
時
　
分
か
ら

１６

３０

電
話
で
町
田
市
民
ホ
ー
ル
へ
。

※
初
日
は
電
話
の
み
の
受
付

よ
ね
む
ら
で
ん
じ
ろ
う

よ
ね
む
ら
で
ん
じ
ろ
う

サ
イ
エ
ン
ス
シ
ョ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
シ
ョ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
シ
ョ
ー

ム
ッ
シ
ュ
か
ま
や
つ
・
泉
谷
し
げ
る

ム
ッ
シ
ュ
か
ま
や
つ
・
泉
谷
し
げ
る

ム
ッ
シ
ュ
か
ま
や
つ
・
泉
谷
し
げ
る

ム
ッ
シ
ュ
か
ま
や
つ
・
泉
谷
し
げ
る

〜
旧
交
を
温
め
よ
う
か
、
我
が
良
き
友
よ
〜

〜
旧
交
を
温
め
よ
う
か
、
我
が
良
き
友
よ
〜

〜
旧
交
を
温
め
よ
う
か
、
我
が
良
き
友
よ
〜

ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ

ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ

ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ

ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ

Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ×

Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ

※
６
歳
以
上
の
方
か
ら
入
場
可

申
６
月
　
日
午
前
８
時
　
分
か
ら

１８

３０

電
話
で
町
田
市
民
ホ
ー
ル
へ
。

※
初
日
は
電
話
の
み
の
受
付

ふれあいふれあいふれあい

サ
マ
ー
・
ナ
イ
ト
・
コ
ン
サ
ー
ト

サ
マ
ー
・
ナ
イ
ト
・
コ
ン
サ
ー
ト

サ
マ
ー
・
ナ
イ
ト
・
コ
ン
サ
ー
ト

ク
ロ
ー
バ
ー
・
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン

ク
ロ
ー
バ
ー
・
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン

ク
ロ
ー
バ
ー
・
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン

ク
ロ
ー
バ
ー
・
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン

・
ク
ワ
ル
テ
ッ
ト

・
ク
ワ
ル
テ
ッ
ト

・
ク
ワ
ル
テ
ッ
ト

・
ク
ワ
ル
テ
ッ
ト

コンサートコンサートコンサート
※
６
歳
以
上
の
方
か
ら
入
場
可

場
国
際
版
画
美
術
館

定
２
５
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
６
月
　
日
正
午
か
ら
電
話
で
町

１５

田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
辺辺
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

家賃支給の対象になるための主な要件
・２００７年１０月１日以後に離職したこと
・離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた者等であること
・就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職の申し込みを行うこと、または現に行
っていること

・住宅を喪失していること、または喪失するおそれがあること
・申請日の属する月における、申請者及び申請者と生計を一つにしている同居親族の収入額の合計が、
①単身世帯は８万４０００円と家賃額（上限は５万３７００円）を合算した金額未満、②２人世帯は１７万２０００
円以下、③３人以上の世帯は１７万２０００円と家賃額（上限は６万９８００円）を合算した額未満であること

・申請者及び申請者と生計を一つにしている同居親族の預貯金額の合計が、①単身世帯は５０万円以下、
②複数世帯は１００万円以下であること

・国及び地方自治体等が実施する、住居等困窮離職者に実施する貸付や給付を、申請者及び申請者と
生計を一つにしている同居親族が受けていないこと

介護予防サポーター養成講座 日程表
会　場テーマ時　間期　日回

すみれ会館
第1会議室

オリエンテーション、
介護保険と介護予防サ
ポーターについて

午前9時～正午

7月15日（木）1 コミュニケーション講
座
口腔講座

市役所本庁舎
地下特別会議室

栄養講座7月22日（木）2 運動講座
認知症講座

7月29日（木）3 地域における介護予防
サポート活動

町
田
市
長

　

石
阪
丈
一

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
43

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
43

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
43

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
43

カ
ワ
セ
ミ

　　

通
信
43

　
す
っ
か
り
夏
に
な
り
ま
し
た
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
き
渡
り
、
卯
の

花
が
真
っ
白
い
花
を
咲
か
せ
て
い

ま
す
。
珍
し
く
「
ツ
ミ
」
を
上
空

に
見
か
け
ま
し
た
。
オ
オ
タ
カ
な

ど
と
同
じ
ワ
シ
タ
カ
科
ハ
イ
タ
カ

属
に
属
し
て
い
ま
す
が
、
キ
ジ
バ

ト
よ
り
小
さ
い
、
最
も
小
型
の
猛

禽
類
で
す
。

　
ツ
ミ
は
、
手
元
の
図
鑑
で
は
、

一
年
中
い
る
「
留
鳥
」
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
能
ケ
谷
、
広
袴
の
あ

た
り
で
は
、
何
度
か
、
繁

殖
期
に
見
る
程
度
で
、
夏

鳥
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
繁
殖
は
低
い
山
や

住
宅
街
で
も
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。　

　
こ
の
季
節
、
野
鳥
た
ち

は
子
育
て
の
真
っ
盛
り

で
、
隣
家
で
は
ツ
バ
メ
が

せ
っ
せ
と
餌
を
運
ん
で
い

ま
す
し
、
あ
ち
こ
ち
で
、
ス
ズ
メ
、

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
エ
ナ
ガ
、
ハ
ク

セ
キ
レ
イ
な
ど
の
巣
立
ち
雛
が
、

親
鳥
の
あ
と
を
追
い
か
け
て
飛
び

回
っ
て
い
ま
す
。

　
咲
き
競
う
よ
う
に
樹
木
の
花
も

た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。
卯
の
花

（
ウ
ツ
ギ
）、
エ
ゴ
の
木
、
ガ
マ
ズ

ミ
、
ス
イ
カ
ズ
ラ
、
栗
な
ど
、
白

い
花
を
つ
け
る
も
の
が
多
い
よ
う

で
す
。
柿
や
ザ
ク
ロ
も
た
く
さ
ん

の
花
を
つ
け
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
今
年
も
、
市
長
、
副
市

長
と
各
部
の
部
長
と
の
「
部
長
の

仕
事
目
標
」
の
目
標
設
定
面
談
が

終
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
部
長
の

仕
事
目
標
」
を
始
め
た
の
は
、
私

が
市
長
に
な
っ
た
年
で
、
今
年
は

５
回
目
に
な
り
ま
す
。
部
長
の
個

人
名
が
書
か
れ
、
そ
の
年
度
の

「
達
成
す
べ
き
目
標
」
が
具
体
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
は
、「
市
役
所
の

仕
事
の
方
向
が
判
り
や
す
い
」、

「
部
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
よ
う

で
良
い
」
な
ど
、
概
ね
好
意
的
な

評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
も
、
７
月
の
広
報
ま
ち

だ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
内
容
を
掲

載
し
ま
す
。「
部
長
の
仕
事
目

標
」
は
年
度
末
の
「
達
成
度
評

価
」
も
広
報
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
期
末
手
当
に
も
そ
の
評
価
を

反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。
今
年
度

は
、
顧
客
（
市
民
等
）
か
ら
の
評

価
を
意
識
し
て
い
る
か
、
と
か
、

同
業
他
社
（
他
都
市
、
民
間
企
業

等
）
と
の
比
較
で
は
ど
う
か
な
ど

の
視
点
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
時
間
の
あ
る
と
き
に
は

お
目
通
し
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

曳
映

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

嬰 嬰

　開発によって多量の雨が下水道や河川に集中し、水害の起こりやすい状態になった時、
調整池は雨水を一時的に貯留し、まちを水害から守っています。
　この調整池を保全していくために、平成１７年度から鶴見川流域では、特定都市河川浸
水被害対策法に基づき、保全調整池の指定を行っています。

問上下水道総務課辺辺７２０・１８１９

鶴見川流域における「保全調整池」の指鶴見川流域における「保全調整池」の指定定

平成２１年度に指定した保全調整池
所在地名　称
能ケ谷町神栄ビル保全調整池

広袴二丁目フレッシュタウン
鶴川保全調整池

８
月
　
日
（
水
）

２５

①
午
後
１
時
　
分
　
開
演

３０

②
午
後
４
時
　
開
演

大
人
　
２
０
０
０
円

高
校
生
以
下
　
１
５
０
０
円

（
全
席
指
定
）

９
月
　
日
（
水
）

１５

午
後
６
時
　
分
開
演

３０

４
０
０
０
円
（
全
席
指
定
）

８
月
６
日
（
金
）

午
後
６
時
　
分
開
演

３０

５
０
０
円

有
権
者
が
寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
辺辺
７
２
４
・
２
１
６
８

政
治
家
の
寄
附
禁
止
強
化
期
間（
６
／
１
～
８
／

）
３

これまでに、合計５６か所を指定しています。
管理者や所有者の皆さんのご協力をお願いし
ます。お問い合わせは東京都都市整備局都市
基盤部調整課(辺辺０３・５３８８・３２９８）へ。

都市型水害の多発と不十分だった調整池を守るしくみ

保全調整池に指定されると
①固定資産税が軽減されます（問い合わせは町田市資産税課へ）
②調整池の機能を阻害する行為について法の規制を受けます
　例）調整池の埋め立て、ごみなどの投棄、敷地内での建築物
の設置など
③保全調整池である旨の標識を設置して、広く地域の方にお知
らせします

保全調整池の指定対象
となる調整池の条件
①民間所有
②容量１００㎥以上
③特定都市河川指定
（平成１７年４月１日）以
前に設置


